
サービス種別 区分 施設等種別 支給額

救護施設

更生施設

乳児院

児童養護施設

児童心理治療施設

母子生活支援施設

自立援助ホーム

ファミリーホーム

妊産婦等生活援助事業所

里親

（基準日に、児童福祉法第２７条第１項第３号に基づく委

託、並びに同法第２８条申立て等により一時保護委託を受

けている者）

保育所

幼保連携型認定こども園

認可外保育施設（ただし届出除外施設を除く）

放課後児童健全育成事業所（放課後児童クラブ）

幼稚園型認定こども園

保育所型認定こども園

地域型保育事業所（家庭的保育事業、小規模保育事業、事

業所内保育事業）

一時預かり事業所（一般型）

病児保育事業所（病児対応型、病後児対応型）

幼稚園

（ただし幼稚園として施設型給付を受けない施設を除く）

児童心理治療施設（通所部）

児童厚生施設（児童館）

利用者支援事業所

母子・父子福祉施設

地域子育て支援拠点事業所

児童家庭支援センター

里親支援センター

社会的養護自立支援拠点事業所

認可外保育施設

（ただし届出除外施設及び居宅訪問型保育事業を実施する

施設のうち個人で活動しているものを除く）

地域型保育事業所（居宅訪問型保育事業（ただし個人で活

動しているものを除く））

一時預かり事業所（居宅訪問型（ただし個人で活動してい

るものを除く））

病児保育事業所（非施設型（訪問型）（ただし個人で活動

しているものを除く））

別表　大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金支給事業　種別等一覧

保護施設 入所系
施設等の定員数に

4,200円を乗じた金額

児童福祉施設等

入所系

施設等の定員数に

4,200円を乗じた金額

（ただし、里親は、

基準日時点の委託児

童数に4,200円を乗じ

た金額とする。）

訪問系等
11,000円

通所系
施設等の定員数に

750円を乗じた金額



施設入所支援事業所

共同生活援助事業所

福祉型障害児入所施設

短期入所事業所

生活介護事業所

自立訓練（機能訓練）事業所

自立訓練（生活訓練）事業所

就労移行支援事業所

就労継続支援（A型）事業所

就労継続支援（B型）事業所

児童発達支援事業所

医療型児童発達支援事業所

放課後等デイサービス事業所

居宅介護事業所

重度訪問介護事業所

同行援護事業所

行動援護事業所

自立生活援助事業所

就労定着支援事業所

居宅訪問型児童発達支援事業所

保育所等訪問支援事業所

相談支援（地域移行・地域定着・計画相談・障害児相談）

事業所

重度障害者等包括支援事業所

訪問入浴サービス事業所

介護老人福祉施設（定員３０名以上）

地域密着型介護老人福祉施設（定員２９名以下）

介護老人保健施設

介護医療院

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）

介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

短期入所生活介護事業所

介護予防短期入所生活介護事業所

短期入所療養介護事業所

介護予防短期入所療養介護事業所

通所介護事業所

通所リハビリテーション事業所

介護予防通所リハビリテーション事業所

地域密着型通所介護事業所

認知症対応型通所介護事業所

介護予防認知症対応型通所介護事業所

通所型サービス事業所

その他の生活支援サービス（通所系）事業所

介護施設

入所系
施設等の定員数に

4,200円を乗じた金額

通所系
施設等の定員数に

1,350円を乗じた金額

障害児者施設

入所系
施設等の定員数に

4,200円を乗じた金額

通所系
施設等の定員数に

1,350円を乗じた金額

訪問系等 11,000円



訪問介護事業所

訪問入浴介護事業所

介護予防訪問入浴介護事業所

訪問リハビリテーション事業所（もっぱら介護サービスの

み提供している者に限る）

介護予防訪問リハビリテーション事業所（もっぱら介護

サービスのみ提供している者に限る）

訪問看護事業所（もっぱら介護サービスのみ提供している

者に限る）

介護予防訪問看護事業所（もっぱら介護サービスのみ提供

している者に限る）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

夜間対応型訪問介護事業所

居宅介護支援事業所

介護予防支援事業所

訪問型サービス事業所

その他の生活支援サービス（訪問系）事業所

介護予防マネジメント事業所

福祉用具貸与事業所

介護予防福祉用具貸与事業所

介護施設

訪問系等 11,000円


